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令和 8 年(2026 年)1 月 28 日 

宝塚市民の皆様 

宝塚市長 森  臨 太 郎 

 

身体障害者手帳４級の方に対する福祉医療費助成の廃止について 

 

 平素は本市の市政運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本市においては、今後も医療費負担等の増大が見込まれる厳しい財政状況の中、持続

可能な行財政経営のため様々な事業の見直しを進めた結果、本事業については以下のとおり

取扱いを変更いたします。 

 つきましては、ご不安な点、ご不便などあろうかと思われますが、何卒ご理解賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

1 今後の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ご加入の健康保険で定められている負担割合に応じた自己負担額が、各医療機関等の

窓口で必要となります。 

● 医療費の負担増による生活の不安、障害等級の変更に関することなど、お困りごとがご

ざいましたら、下記コールセンターまでお問い合わせください。 

 

2 この件についての問い合わせ先 

事業見直し問い合わせコールセンター 

TEL：0797-78-9302（直通） 9：00～17：00（平日のみ） 
※コールセンター設置期間は 2 月 27 日（金）までです。期間終了後は電話がつながりませ

んので、ご注意ください。（設置期間は変更する場合があります） 

障碍のある方に対する福祉医療費助成制度である、 

「障害者(児)医療費助成」と 

「高齢障害者医療費助成」の両方において、 

令和 8 年(2026 年)7 月 1 日から身体障害者手帳 

4 級の方は対象外となります。 


